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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
安
全
保
障
関
連
法
案
に
お
け
る
国
民
の
理
解
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
安
全
保
障
関
連
法
案
に
お
け
る
国
民
の
理
解
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
に
成
立
し
た
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る

た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
六
号
）
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際

し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七

号
）
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
国
会
で
の
審
議
等
を
通
じ
丁
寧
な
説
明
に
努
め
て
き
た
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
理
由
は
様
々
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う

努
め
て
ま
い
り
た
い
。


